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3月 定例会 (3)

令和 3年 3月 18日 (本) 14時 00分

県庁行政棟「教育委員会室」

議1

開 催 日 時

開 催 場 所

2報

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(0)

題

○第 26号議案

長崎県立学校管理規則の二部改正について

と
口

令和 3年 2月 定例県議会の概要について

荻職員あためのコンプライヽア.ンスノ|ン ドブッタの作成・配布について

長崎県教育委員会特定事業主行動計画の改訂について

長崎県立学校における業務改善アクシヨンプランの改訂について

令和4年度長崎県公立学校教員採用選考試験につ▼
.ヽ

て

令和 2年度第 2回長崎県立長崎図書館協議会の会議結果について

(総務課 )

(各課共通)

(総務課)

(総務課)

(高校教育課)

(高校教育課 。義務教育課)

(長崎図書館)



第 26号議案

(総務課)

長崎県立学校管理規則の一部改正について

(提案理由)

「平成 と1年度県立高等学校・中学校生徒募集定員」で募集停止とした県立小浜高

等学校「ビジネス。観光科」を、令和3年 3月 31日 をもつて学科廃止することに伴い、

長崎県立学校管理規則 (昭和51年長崎県教育委員会規則第3号)の一部を改正しよう

とするものである。            .            .

(内  容)

別紙規則案のとおり

令和 3年 3月 で、学科再編による1日 学科の生徒が卒業したことに伴い、学科廃上の

ための所要の改正を行う。 l丹叫表第 1関係)

施行日 !令和 3年 4月 1日

(最終改正年月日 令和3年 1月 26日 )

…
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別 紙

(規則案)

長崎県立学校管理規則の一部を改正する規則

長崎県立学校管理規則 (昭和51年長崎県教育委員会規則第 3号)の一部を次のように改正する。

，
Ю
Ｉ

の表に掲げる規定の改正部分は 下線の部分である。

附 則

この規貝llは 、令和 3年 4月 1日 から施行する。

改  正  前

学科

普通科

ビジネス・観

剛
総合ビジネ

ス科

課程

全日制

位置

雲仙市

本校・分校

μ各

名称

辟各

長崎県立小浜高等学校

関係 )

(ア )

1(第 2

等学校

改  正  後

学科

略

普通科

総合ビジネ
ス科

略

課程

全日制

位置

雲仙市

本校 :分校名称

長崎県立小浜高等学校

別表第 1(第 2条関係)

(ア)高等学校



件 名 令和 3年 2月 定例県議会の概要について

概  要 1

令不口3年 2月 24日 ～ 令不日3年 3月 19日

令和 3年 3月  2日 ～ 令不日3年 3月  4日

令和 3年 3月  s日

令不日3年 2月 25日 、

令和 3年 3月  9日 ～ 令和 3年 3月 10日

日 程

会   期

一 般1質 問

総 括 質 疑

常任委員会

2,議 案

案のとおり可決

。第 75号議案 (予算議案)

令和 2年度長崎県一般会計補正予算 (第 13号)の うち関係部分

のとおり可決すべきものと決

・第 2号議案 (予算議案)

令和 3年度長崎県■般会計予算のうち関係部分

・第 78号議案 (予算議案)

令和 2年度長崎県一般会計補正予算 (第 14号)の うち関係部分

・第 17号議案 (条例議案)

知事、副知事、教育長及び常勤の監査委員の給与の特例に関する条例の

一部を改正する条例のうち関係部分             |

。第 18号議案 (条例議案)

職員の給与の臨時特例に関する条例の一部を改正する条例のうち関係部分

・第25号議案 (条例議案)｀

市町村立学校県費負担教職員定数条例及び県立学校職員定数条例の一部

を改正する条例

報 告 事 項 (1)
各 課 共 通
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。第47号議案～第 50号議案 (事件議案)

財産の取得について

一般質問等における主な質疑事項 (報告事項 (1)資料 1～ 13更 )

・陶磁器産業の振興について           (坂 本智徳議員)

。離島地域の振興について            (坂 本智徳議員)

・教育ゐ充実にちいて              (山 口初賽議員)

・教育行政について               (山 下博史議員)

・鷹島水中遺跡について             (石 本政弘議員)

・教育のデジタル化推進について         (下 条博文議員)

・教育振興について               (中 島浩介議員)

i子 どもの未来のための職場体制の確立について   (坂本浩議員)

と教育行政について         .     (北 村貴寿議員)

・教育行政について               (宮 本法広議員)

。文化・芸術・スポーツ振興対策について     (宮 本法広議員)

eデジタル 。ォンライン化について        (赤 木幸仁議員)

・令和 3年度当初予算 (案)について   |    (中 山功委員)

1教育行政におけるスクールカウンセラエ活用事業費及びスクエル

ツーシヤルワーカー活用事業費について      (山 田博司委員)

4.文教厚生委員会等における車な質疑事項 (報告事項 (1)資料 14～ 90更 )

①第 7ふ 号議案 令和 2年度長崎県一般会計補正予算 (第 13号 )

のうち関係部分 【2/25:先議】

・産業教育振興設備整備費について

・特別支援学校施設整備費にういて

・GlGAス ク■ル生徒用端末等整備事業費について

O第 2号議案 令和 3年度長崎県■般会計予算のうち関係部分

・夜間中学設置調査研究事業費について

とスクールカウンセラー活用事業費について         |
・アネリート雇用支援事業費について

。高等学校における特別支援教育支援員活用事業費について



・教員の確保について

。ぶるさと教育、キャリア教育について  i
・地域自殺対策強化交付金につャ`て        |
・防災教育推進事業費について

。新しい時代のキャリア教育推進事業費について

いいじめ不登校対策事業費について          ,

:学力調査について

○第 18号議案 職員の給与の臨時特例に関する条例の一部を改正する
|        :条 例のうち関係部分

・管理職員の平均年収の減額にっいて

れ○第47号議案ん第50号議案 v産の取得について

。財産の取得について

・デジタル教科書について

。タブレントパゾマイゆ故障、破損等の封応について

。家庭での通信環境の負担について

○陳情審査  2件

・陳情番号7 要望書 (特別支援学校設置について)

○所管事務に関する質疑

・土日の都活動引率の交通費にっいて           |

。部活動指導員I手ついて

,コ ロチ禍における図書館機能の発揮について

。少人数学級について

生教員の適正な配置 (部活動指導者の配置)について

・GIGAス クール端末整備状況について         :

。教員免許更新の課題や検討状』について

。学校司書配置の実態とその効果について

。GIGAス クエルの推進について

・ふるさと教育等について

-5-



件  名 教職員のためのコンプライアンスハンドブツクの作成 日配布について

概  要 不祥事防止啓発資料として、近年発生件数が最も多いわいせつ系非違行為

防止を中心に、被害者感情に思いを至らせることによる罪意識の醸成、刑罰

や社会的制裁などの責任の重さの学習のために、平成 23年度に発行した「コ

ンプライアンスハンドブック」の掲載内容も時J点修整等が必要な時期に来た
ことを踏まえ、教職員のための「コンプライアンス4｀ ンドブック」を改定(

作成し、県内全教職員に配布する。

1 冊子名

あなたとあなたの大切な人を守るために

教職員のためのコンプライアンスハンドブック

2 内容

わいせつ系非違行為防止を中心 として教職員が常にコンプライアンスに

対する意識を持ち続けることができるように、また、服務規律強化月間の

校内研修などでテキス ト (資料)と して活用できる内容を掲載

(掲載内容の下例)            イ

・懲戒処分の状況        ‐

最近の懲戒処分の状況及び事例の紹介

・懲戒処分を受けた本人等の供述

・   不祥事を起こした動機、反省と後!晦の言葉の紹介

・被害者の思い

わいせつ被害にあった児童生徒、保護者の苦しみを紹介

・不祥事を起ことンた場合の責任

個′入だけにとどまらない不祥事が与テる影響を紹介

3 配布先

県内公立小年中■高・特別支援学校

県及び市町教育委員会事務局職員

(約 13,1500人に令和 3年 4月 までに配布完了予定)

4 規格
｀

A5判 36ページ

報 告 事 項 (2)

総務課
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報 告 事 項 (3)
軽

件 名 長崎県教育委員会特定事業主行動計画の改訂について

概  要 別添 「長崎県教育委員会特定事業主行動計画の改訂について」

のとおり (計画期間 :令和 3年度～令和 7年度)

-7-



件 名 長崎県立学校における業務改善アクションプランの改訂について

概  要 1 改訂理由

県立学校における働き方改革の総合中な方策の一環として「長崎県立学

校教職員の勤務時間の上限に関する方針」定めtその達成に向けた業務改

善アクションプランを作成し、各学校で取組んでいる。|         ‐
さらなる働き方改革を推進するために「学校における働き方己女革」推進

委員会を設置し、各委員からの提案 。提言に基づき、より実効性を高める

ための改訂を行うものであ:る 。

2 主な改訂内容

(1)アクションプランにより目指す数値目標について

上限方針の達成に向けた目標を追加

※令和 7年度までに超過勤務が月45時間を超える教職員の割合を
「0%」 とし、上限方針の実現を目指す。

(2)業務改善アクションプランの内容について
「長崎県教育委員会の取組」に以下の取組を追加

①勤務実態に応じた勤務制度の導入

○「1週間のうちの 1日 を半日日課とする制度」の導入を検討

①「時差出勤制度」の導入を検討          :
※モデル校を指定し、令和 3年からの1年間または2年間で試行・

研究し、導入を検討する。
※講行・研究期間は、モデル校のみでの実施とする。

②学校への調査等の見直し及び研修 。会議等の効率化

○研修・会議の縮減や効率化を進めるために、研修目的・効果を踏ま

えた縮減策の検討やテレビ会議 (ラ イブ配信)・ 動画配信 (オンデ
マンド〉等の活用を促進

! ※出張に伴 う教職員の負担を軽減するため、令和4年度までに

1 教育委員会主催の研修 。会議の50%以上をテレビ会議・動画

配信等による参加が可能な形態に移行する。

③学校行事等の見直しに向けた働きかけ

○宿泊を伴う新入生研修 。学習合宿については原則廃止  (
※令和4年度までは移行期間とし、令和 5年度には完全廃止とす

る。

報 告 事 項 (4)
高校教育課
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④学校閉庁日の設定等による休養日の確保

○個々の教職員において、各月の週休日や休日の半数以上を都活動

等の指導に携わることなく、休養できる日として確保すること

を促す。

(資料)長崎県立学校における業務改善アクションプラン

(参考)「学校における働き方改革」推進委員会委員

所属団体 役職等 所属校 氏名

1 放送大学 長崎県学習センター 所長 外部委員 伊東 昌子

2 長崎県教育庁 教育次長 PT 林田 和喜

3 長崎県教育庁 福利厚生室 室長 PT 吉田 和弘

4 県校長会 会長 校長 長崎東 鶴田 栄次

5 県校長会 管理運営委員長 校長 長崎西 本村 公秀

6 県校長会 農業部会会長 校長 諫早農業 坂口 浩

7 県校長会 工業・水産部会会長 校長 長崎工業 梅野 剛

8 県校長会 商業部会会長 校長 佐世保商業 中園 )贋喜

9 県校長会 総合学科部会会長 校長 佐世保東翔 需田 圭子

10 県校長会 定通部会会長 校長 鳴滝 木原 修一

11 県校長会 特別支援部会長 校長 諫早特支 池田 孝之

12 県高体連 会長 (高野連も兼ねる) 校長 長崎南 後藤 慶太

13 県高文連 会長 校長 長崎北 林田 誠エ

14 県高 P連 会長 PTA会長 (長崎東) ノltt「  義貝」
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件 名 令和 4年度長崎県公立学校教員採用選考試験について

概  要 1 試験期日H場所 B内容

(1)第 1次試験                ・
。実施日 :令和 3年 7月 11日 (日 曜日)

・場 所 :県立長崎西高等学校、県立長崎工業高等学校、県教育センター
。内 容 :筆記試験 (教職 。‐般貌養、専門教科科目)

1     実技適性試験 (該当校種・教科科日のみ)

(2)第 2次試験A日 程
。実施日:令和 3年 8月 17日
・場 所 :県教育センタ

=・内 容 :適性検査、小論文

(火曜 日)

(3)第 2次試験 B日 程
i実施日:令和 3年 8月 26日 (木曜日)から9月 6日 (月 曜日)の

うち1日 または2日 を指定して実施     i
・場 所 :県教育センター

・内 容 :個人面接、実技適性試験 (詳細は実施要項に記載)

適性検査 (本免申請者のみ)

(4)第 2次試験C日 程
※小 。中学校本免申請者で、関東・関西会場での受験を希望する者紺象

・実施日 :令和 3年 9月 12日 (日 曜日)

・場 `所 :筑波大学東京キャンパス文京校舎

関西会場については場所未定 (大阪府を予定)

・内 容 :適性検査、個人面接

2 実施要項等交付

(1)開 始 日:令和 3年 5月 7日 (金曜日)(予定)

(2)入手方法 :高校教育課のホームページからダウンロードして入手。

報 告 事 項 (5)
高校教育課・義務教育課
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3 出願手続

(1)出願方法 :原則としてインターネットを利用した電子申請で出願。
―  ただし、小学校本免申請者で、関東 。関西会場での受験を

F       希望する者は、郵送で出願 (関東・関西会場受験希望者の

電子申請は不可)。 ※詳細は実施要項を参照。

(2)出願期間 :令和 3年 5月 17日 (月 曜日)午前 10時から5月 27日
(木曜日)午後 5時まで

了       ※郵送の場合は5月 27日 (木曜日)までの消印有効

ただし、小学校本免申請者で、関東・関西会場での受験を

希望する者は以下の期間とする (郵送のみ)。

令和 3年 5月 17日 ,(月 曜日)～ 8月 31日 (火曜日)消
印有効  「

※令和4年度長崎県公立学校教員採用選考試験の試験日程等の概要及び

の ―ムペエジこつ い 3 に

し、志願者に周知を図る。

4 令和4年度長崎県公立学校教員採用選考試験の変更点について

(1)出願資格 (年齢)について
。年齢制限を引き上げることで の確保につなげる。

2)加点申請について

① 資格・免許等の取得見込みについて
1見込み申請可とすることで新規卒業者の申請を促進する。

(

《現 行》
全校種満 59歳以下の者

ただし、障害者特別採用濃考の志

願者(本免申請者及び一般選考の

高等学校教諭のうち、家庭、農業、
工業、商業(看護、福社の志願者

に限り、心9歳以下の者。

49歳以下の者

《現 行》

それぞれの要件を満たす者につい

ては、加点申請により、第 1志望

の校種において第 1次試験に加点

する。加点は最大で 2項 目、合計
6J点までとする。なお、出願締切
の翌日以降に取得見込みの者にう

いては、本制度は適用されないの

で留意すること。

それぞれの要件を満たす者につい

ては、加点申請により、第 1志望

の校種において第 1次試験に加点

する。加点は最大で2項 目、合計

6点までとする。なお、∵部につ

いては、今和 4 3 月 31 ま で

ただし、対象の免許状または資格
が取得できなかつた場合は、第 2

次試験に合格していても、内定及

び採用候補者名 へ の荘 裁 を取 り

消す場合があるも
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② 複数免許について
。取得者、取得見込み者に6点加,点することで実技系教科の免許取得者

の増加を促進。

《新規》

力日′煮
6Jく

小学校及び中学校志願者で、志願教科以外に、中学校 (音楽・

美術 。技術・家庭)の免許状を有する者または取得見込みの者

(3)大学推薦特別選考について
。新規卒業者の受験者数増を図る。

《新規》

対象者
長崎県教育委員会が指定する大学 。大学院・教職大学院卒業

見込みの者及び在学中の者 (通信課程は含まない)

対象校種
小学校 。中学校 (技術・美術・家庭)・ 特別支援学校 。高校

(家庭・工業)

免除内容 1次試験の全て

推薦条件

出願資格に加え、次の①から③までの全ての要件を満たし、

長崎県公立学校教員を第一志望とする者のうち、教師として

優れた実践力を発揮することができると学長が推薦する者

①対象となる一種普通免許状若しくは専修普通免許状を有

する者文は令和4年 3月 31日 までに確実に取得できる見

込みの者

②長崎県教育委員会が求める教師像に見合う資質・能力を有

する者

③学業成績が優秀である者

(4)他 自治体本務者に対する第 2次試験の県外実施について

十現在実施している関東会場小学校教諭採用試験に中学校教諭を加

え、さらに関東 。関西の2会場で試験を実施し、採用数が少ない時

期に関東及び関西方面等で教職に就いた本県出身者等のU・ Iター

ンを促進する。

《現行》

小学校本免申請者に対しては、関東 (東京)会場での試験を実施

《変更案》

小学校本免申請者及び中学校本免中譴とに対して、関東 。関西会場で

の試験を実施
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(5)他自治体本務者の免除について
。中学校本免の第 1次試験の全て及び第 2次試験の一部を免除するこ

で、受験者増を図る。

区

分
対象 申請要件 免除内容

本
免

全ての

校種・

職の国

公立学

校本務

教員

令不口3年 4月 1

日時 点 に お い

て、他自治体の

国公立学校本務

教員で、受験す

る校種、教科 。

科 日と同■の本

務教員経験を2

年以上有してい

る者

【小学校・特別支援学校 ?養

護教諭】
第 1次試験の全て及び第2次

試験の小論文  .
【中学校・高等学校】

第 1′次試験の教職 。一般教養

試験及び第 2次試験の小論文

区

分
対象 申請要件 免除内容

本
免

全て の

校種・

職 の国

公立学

校本務

教員

令和 3年 4月 1

日時 点 に お い

て、他 自治体の

国公立学校本務
教員で、受験す
る校種、教科・

科目と同一の本

務教員経験を 2

年以上有してい

る者

【小学校 と中学校・特別支援

学校・養護教諭】

第 1次試験の全て及び第2次

試験の小論文・実技

【高等学校】
第1次試験の教職 。一般教養
試験及び第2次試験の小論文
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(6)中学校教諭志願者の小学校第 2志望について
B′

Jヽ の志願者及び採用者の確保につなげる。

《現 行》

小学校教諭普通免許状を有する

者又は取得見込みの者に限る。

・小学校教諭普通免許状を有する

者又は取得見込みの者とする。こ

れにより小学校で合格した者は、

教諭として採用すると
・小学校教諭普通免許状を有しな
い者 (取得予定Q無い者も含む)

の志願についてはヽ小学校第 2次
試験の合格通知後、臨時免許状の

申請及び取得を条件とする。な

お、取得しなからた場合、内定及

び採用候補者名簿への登載を取

り消すとこれにより小学校で合格

した者は、助教諭 として採用す

る。
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(7)特定教 (情報)特別選 について (教員免許状の所有の有無に関わ

らない選考)、

・情報教育の核となる専F目的知識を有する者の採用につなげる。

・教育職員免許状を して いない場合は特別免 により任用する。

封
象

者

(1)

(2)

(3)

大学又は大学院 (短期大学を除く)を卒業 (修了)し、学士

以上の学位を取得している者

平成 21年度春期からの試験制度で、以下の試験のいずれか

の合格者ヽあるいは、下記の資格1と相当する研究により、修

士または、博士号を取得している者 (令和4年 3月 31日 ま

でに取得見込みでも可)  '
①基本情報技術者 ②応用情報技術者

③ ITス トラテジスト ④システムアーキテクト   |
⑤プロジ■クトマネージヤー

⑥ネットワークスペシャリスト

⑦データベーススポシヤリスト

③エンベデンドシステム不ペシャリスト

⑨ ITサ‐ビスマネージャー !⑩システム肇査技術者

①情報処理安全確探支援士

※ (2)l①～①の資格あるいは、「修士または博士号が令和4

年3月 31日 ま!でに取得できな分つた場合は、合格を取り

消す。  ‐                  ・

民間企業、大学 と研究機関等において、情報システ本の研究、
｀

Fォ月発・保寺 。達角等に従事し、出願時までに3年以上の勤務

出願資格に加え次の (1)～ (3).の条件をすべて満たす者

経験を有する者

出
願
手
続

出願時の電子申請システムからの入力に加え、「実務経験証明書」、
「資格に関する証明書の写し」を郵送にて提出

第 1次試験の全て及び第 2次試験の小論文

免

除

内

容
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件  名 令和2年度第2回長崎県立長崎図書館協議会の会議結果について

概  要
1 開催 日

2場 所

3 出席者

令不日3年 2月 15日 (月 )

長崎県立長崎図書館 (ミ ライon図書館)

長崎県立長崎図書館協議会委員8名 (欠席 2名 )

館長、副館長、各課長等

※新型圭ロナウイルス感染拡大防止のため、WEB
会議システムを併用して開催。

4 会次第  (1)開会                ´

(2)協議等         、

・令和 2年度主要事業実施状況について

:      ・令和 3年度事業計画 (案)について

。その他

5概 要

○令和 2年度の事業報告 (令和 3年 1月 末現在)

①令和 3年度の事業計画 (案)にういての説明

<主な意見>
。インターネシト協力貸出サエビス「とりよせくん」にういて

■ 図書館資料に対する新型コロナウイルス感染症対策について

い令和 2年度図書館地区別研修の実施状況について

6 今後の予定等

③令和 3年 8月 に令和 3年度第 1回協議会を開催予定

※参考  I           I
図書館協議会 (根捉法令 :図書館法第 14条 )

図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う

図書館奉仕につき、館長に対して意見を述本る機関

報
―

告  事  項  (6)
長崎図書館
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